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「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」の概要
（平成26年10月17日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定。最終改正令和３年１月29日）

少子高齢化等に伴い社会構造が大きく変化する中、時間制約等の有無にかかわらずあらゆる職員が活躍できる職場環境の整備が急務。
さらに、公務のサステナビリティ維持のため、時間生産性と職員のエンゲージメント（自発的な貢献意欲）の向上、テレワークの一層の
推進が必要。このため、業務効率化・デジタル化やマネジメント改革等により、真のワークライフバランス実現のための働き方改革を推進。
また、女性活躍を促進するため、働き方改革を不可欠なものとして、女性の採用・登用の拡大、計画的育成等を継続・拡充。
本指針及び各府省等の取組計画に基づき、以下２つの改革に一丸となって取り組む。

４．仕事と生活の両立支援
・男性の育児への参画促進
・フレックスタイム制等の活用による、働く時間の柔軟化
・転勤に関する配慮 等

ワークライフバランス推進のための働き方改革

３．マネジメント改革
業務・勤務時間管理や部下のやりがい向上・人材育成・キャリア支援を含む
管理職のマネジメント能力向上のため、
・管理職に対するマネジメント研修の充実
・人事評価においてマネジメントの適切さを重点的に評価する仕組みの検討
・職員のエンゲージメントや職場環境調査等の実施

２．勤務時間管理のシステム化と勤務時間管理の徹底
・勤務時間管理システムの導入
・的確な勤務時間管理による超過勤務縮減、勤務間インターバルの確保
・業務量に応じた人員配置の実現

１．業務効率化・デジタル化の推進
・ 業務の廃止、業務見直し、定型業務の効率化、府省横断的な業務
（法令等協議、査定・審査等）の効率化等
・テレワークの推進 (端末等の整備、資料電子化、サテライトオフィス整備等)
・国会関係業務の効率化 (体制の合理化、答弁作成プロセスの効率化等)

２．女性の登用目標達成に向けた計画的育成
・人事管理の見直し（職域の拡大、人事管理の柔軟化等） ・管理職の意識改革
・女性職員のキャリア形成支援 ・女性職員が抱える悩みや心配の相談ができる体制づくり

女性の活躍推進のための改革

１．女性の採用の拡大
・実効性のある広報活動等の推進
・女性職員の中途採用 等

〇各府省等において、指針に基づく取組計画を作成・公表し、実施状況を毎年度フォローアップ・公表。
また、課題の早期発見や取組の改善につなげるため、職場環境調査等を実施。

〇内閣人事局において、各府省等の取組状況を取りまとめるとともに、その実態や職員の意識等の把握・検証のため、職員アンケート調査を実施。

推進
体制
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女性国家公務員の採用状況

注 「女性国家公務員の採用状況のフォローアップ」（内閣官房内閣人事局）等に基づく数値

（採用年度）

（％）

○ 国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合の推移

現状 成果目標（期限）

国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合
37．0％

（令和３年４月１日）
35％以上
（毎年度）

国家公務員採用総合職試験からの採用者に占める女性
の割合

34．1％
（令和３年４月１日）

35％以上
（毎年度）

国家公務員採用試験（技術系区分）からの採用者に占め
る女性の割合

25．2％
（令和３年４月１日）

30％
（令和７年度）

○ 女性国家公務員採用の現状と成果目標（第5次男女共同参画基本計画）

0
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女性国家公務員の登用状況

○ 各役職段階に占める女性の割合の推移

現状 成果目標（期限）

係長相当職（本省）に占める女性の割合
27.7％

（令和３年７月）
30％

（令和７年度末）

係長相当職（本省）のうち新たに昇任した女性の割合
25.5％

（令和３年７月）
35％

（令和７年度末）

地方機関課長・本省課長補佐相当職に占める女性の割合
13.3％

（令和３年７月）
17％

（令和７年度末）

本省課室長相当職に占める女性の割合
6.4％

（令和３年７月）
10％

（令和７年度末）

指定職相当に占める女性の割合
4.2％

（令和３年７月）
８％

（令和７年度末）

○ 女性国家公務員登用の現状と成果目標（第５次男女共同参画基本計画）

女性国家公務員の登用状況

注 「女性国家公務員の登用状況のフォローアップ」（内閣官房内閣人事局）等に基づく数値 3



男性国家公務員の育児休業等の取得の状況

注 １ 「国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ」（内閣官房内閣人事局）等に基づく数値

２ 「男の産休」は「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」において、全ての男性職員が配偶者出産休暇又は育児参加のための休暇を５日以上取得

することが目標。

（％）

○ 男性の育児休業取得率・男の産休使用率の推移

現状 成果目標（期限）

国家公務員の男性の育児休業取得率
29.0％

（令和２年度）
30％

（令和７年）

○ 男性国家公務員の育児休業取得率の現状と成果目標（第5次男女共同参画基本計画）
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（％）
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男性国家公務員の育児に伴う休暇・休業の取得促進のフォローアップ結果について
（令和３年８⽉27⽇ 公表）

〇 令和２年４⽉以降、⼦供が⽣まれた全ての対象職員が、原則として、出⽣後１年以内に１か⽉以上を⽬途に育児に
伴う休暇・休業を取得

〇 管理職員が対象職員に働きかけ、本⼈の意向に沿った取得計画を作成し、業務分担の⾒直し等を⾏う取得促進⽅針
を決定

⽅針の決定（令和元年12⽉27⽇ ⼥性職員活躍・ワークライフバランス協議会）

今回のフォローアップ

１

２

〇 令和２年度第１四半期 対象職員のほぼ全員が育休等取得（平均５０日、約９割が１か月以上）

〇 同第２～第４四半期 対象職員の全員が取得計画作成

調査対象 フォローアップ結果
① 令和２年４⽉〜同６⽉
に⼦供が⽣まれた対象職員

・⼦の出⽣後１年以内の 育休等取得率 ９９．０％
（２,９２９⼈中２,９００⼈が取得）

・育休等の 平均取得⽇数 ５０⽇
・１か⽉以上の育休等を取得した職員の割合 ８８．８％

②令和２年７⽉〜同３年３⽉
に⼦供が⽣まれた対象職員

・計画策定率 １００％ （８,９２２⼈全員が計画作成済）
・育休等の 平均計画⽇数 ５０⽇
・１か⽉以上の育休等を予定している計画の割合 ９７．２％

〇 全般的に取組は浸透
〇 職員アンケート等も活⽤しつつ、課題等を把握し、さらに育休等を取得しや
すい環境整備等が⾏われるよう、引き続き⽅針の定着に向けた取組を推進

評 価
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